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１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2020年６月30日付で金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号

の２の規定に基づき、定時株主総会における議決権行使の結果に関する臨時報告書を提出いたしましたが、一部に訂

正すべき事項がありましたので、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出

するものであります。

　

２【訂正事項】

２【報告内容】

　(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

　　　並びに当該決議の結果

　

３ 【訂正内容】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 
（訂正前）

　(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

　　　並びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案
剰余金の処分の件

170,874 1,338 0 (注)１ 可決 99.2
 

第２号議案
取締役４名選任の件

  
 
 

(注)２

  

久野修慈 151,700 20,512 0 可決 88.1

原浩司 162,762 9,450 0 可決 94.5

常見典正 162,693 9,519 0 可決 94.5

杉山拓也 162,684 9,528 0 可決 94.5

第３号議案
監査役２名選任の件

   

(注)２

  

髙野明子 170,868 1,344 0 可決 99.2

田畑貴史 149,479 22,733 0 可決 86.8

第４号議案
補欠監査役１名選任
の件

   
(注)２

  

鈴木幸信 154,204 18,008 0 可決 89.5

第５号議案
取締役に対する譲渡
制限付株式の割当て
のための報酬支給の
件

169,267 2,945 0 (注)１ 可決 98.3

 

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。
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（訂正後）

　(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

　　　並びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案
剰余金の処分の件

171,324 1,348 0 (注)１ 可決 99.2
 

第２号議案
取締役４名選任の件

  
 
 

(注)２

  

久野修慈 152,149 20,523 0 可決 88.1

原浩司 163,211 9,461 0 可決 94.5

常見典正 163,142 9,530 0 可決 94.5

杉山拓也 163,133 9,539 0 可決 94.5

第３号議案
監査役２名選任の件

   

(注)２

  

髙野明子 171,318 1,354 0 可決 99.2

田畑貴史 149,929 22,743 0 可決 86.8

第４号議案
補欠監査役１名選任
の件

   
(注)２

  

鈴木幸信 154,654 18,018 0 可決 89.6

第５号議案
取締役に対する譲渡
制限付株式の割当て
のための報酬支給の
件

169,727 2,945 0 (注)１ 可決 98.3

 

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。
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